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市民の声を届けて─市民のくらしを守る提案
　

◎土地開発公社の今後について
　土地開発公社は、 バブル期に公共用地の先行取得と用途の不明瞭の代替用地として
先行取得され、 市が買い戻しをしないまま長年にわたり塩漬けの土地となり、 さらに取
得時の借入から簿価額が大きく膨らみ将来の財政負担が増していました。
　平成25年時に、 土地開発公社の保有の土地＝約６万591平方メートルを平成25年
度当時の簿価額232億9,993万円を市が代位弁済しています。 この後、 土地開発公社
はこの土地を時価額で市に代物弁済しています。 これらの土地は古いもので平成元年
に先行取得し、 取得時の用地費は約165億5,976万円でした。 第三セクター等改革推
進債232億円の借り入れは、 昨年度末現在高約228億円で一般会計公債費の15％以
上を占めています。 2021年度末で土地開発公社の借入残高が約52億円となり、 保有
簿価額が第３次土地開発公社経営健全化計画目標額を上回り達成しています。
　買戻しや民間売却のほか土地の貸出をする中で進められていますが、三セク債の残
高も含め30年以上前のツケが現在も財政を圧迫していることを強く印象付けます。

問　平成25年度に代物弁済された用地の利活用の現状について
答　民間売却した土地は約11，004㎡、 民間貸付の土地約５，930㎡、 庁内で有効活
　　用している土地約16，068㎡、残りの約27，587㎡は赤山城跡保存、 区画整理事業
　　等の事業用地となっている。

問　売却した土地の簿価額と売却時の金額との差損について
答　売却した土地の簿価額の合計59億2582万1410円、 売却時の金額23億2528万
　　3700円。 差損は36億53万7710円となっている。

問　土地開発公社の早期の解散に向け早期に検討をすすめるべき
答　今後は本市の財政状況を考慮し、 関係各課と協議して早期解散に向けて検討して
　　いく。

◎国民健康保険制度の改善を
　2018年度から市町村国保は県と市町村による共同運営となり、 国は県及び市町村
に公費を負担し、 市町村は県に納付金を納め、 県は市町村に保険給付に必要な額を交
付する 「都道府県単位化」 が実施されました。
　県は市町村に標準保険税率を提示し、 地域の実情に応じて最終的には市町村が保
険税率を決定します。 川口市の被保険者数が減少する中でも１人当り医療費は伸び、
また県から示された2022年度の納付金算定も増額され、 国保財政はいまだ厳しいまま
です。 現在、 国保の保険税は、 被用者保険の保険料よりも高額です。 高すぎて払えない
保険税は、 加入者のいのちや暮らしを脅かす問題となっています。

問　県の第２期国保運営方針では、 保険税水準の統一化を目標に2023年までに納付
　　金ベースの統一を目指し、 2026年までに収納率格差以外の項目を統一するとし、
　　統一すべき項目とは 「法定外繰入」 「市町村独自減免」 などもあたり、「法定外繰り
　　入れをすべて解消する」ことだとしている。
　　これまでも赤字とは市町村独自の条例減免などは除くと判断されていた。 自治体の
　　独自減免施策については法定外繰入を赤字としない判断をし、 認めるべきと考える
　　が市の見解は。
答　市は県の運営方針に基づき、 赤字の段階的な削減 ・ 解消に取り組んできた。 一般
　　会計から法定外繰り入れを行うことは、 国保に加入していない市民にも負担になる
　　ことから全ての法定外繰入の解消の取り組みが必要である。

問　市の答弁は、 今までとは違う認識となっている。 全ての法定外繰入の解消が必要と
　　なれば保険税の負担が増えることが危惧される。
答　国 ・ 県の支援金の確保と、 税収納率の向上、 医療費適正化に取り組み財源確保に
　　努める。

問　低所得者や子ども均等割の保険税の減免申請の拡充を
答　市独自の低所得者世帯に対する減免や多子世帯の子どもに係る減免は、 赤字補て
　　んの一般会計繰入が発生する見込みで財源確保に課題があり難しい。 国に対し全
　　国市長会などを通じて減免制度の創設や拡充を求めていく。

現在開会中の３月市議会で、 日本共産党から松本さちえ議員、 矢野ゆき子議員の２人が一般質問を行いました。
今号では、 一般質問の一部の要旨を報告します。
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 　市内の中小企業には、 様々な社会貢献を
している優れた企業があるものの 「世間的
に名前が知られていない」「大手と比べて賃
金に差がある」 など、 苦労しているとの声を
党市議団として受けてきました。
　日本共産党川口市議団は、 川口市の奨
学資金貸付制度を利用した学生が市内中
小企業に就職した際に川口市が奨学資金
返還を支援する事で、 本人の負担軽減にと
っても、 市内中小企業にとってもプラスにな
るとして、 2016年３月市議会から一貫して
提案してきました。
　道理ある提案は市政を動かし、 ついに同
主旨の制度がスタートすべく予算案に計上
されました。

 [川口市奨学金返還支援事業]
　５年を超える期間、 川口市に居住し、かつ市内中小企業に勤務している、 川口市
奨学資金貸付金を返還中の市民に市が補助金を交付する事業

 [制度の概要]
●目　的…市内中小企業等の人材確保、 定住 ・ 定職の促進
●補助額…前年度返還額の２分の１（上限10万円）最大５年間
 

道理ある提案は市政を動かします
 
　

新年度予算案に

川口市奨学金返還支援事業
日本共産党川口市議団が2016年３月市議会で提案

 

以下、川口市や国の相談窓口をお知らせします。
 

女性のための
相談窓口について

【国の取り組みとして】
　配偶者やパートナーから受けている様々な暴力（ＤＶ）について、 専門の相談員が
一緒に考えます。「これってＤＶかな？」 「暴力を振るわれている」 「今すぐパートナー
から逃げたいけどどうしたらいいの？」 「自分だけでなく子どもたちのことも心配」など
の不安や悩みです。 相談受付では、 最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつなが
ります。 川口市は共同推進課が 「支援センター」 となっています。
⦿ＤＶ相談＋（プラス）
　電話：0120-279-889（通話料無料）
　メール ・ＳＮＳ相談もできます。
⦿ＤＶ相談ナビ
　電話：♯8008
　月曜日から土曜日　 ９時30分から20時30分
　日曜日 ・ 祝日　　　９時30分から17時（年末年始を除く）

【川口市の取り組みとして】
　女性カウンセラーによる 「女性のための悩みごと電話相談」 をおこなっています。
ＤＶ（ドメスティック ・ バイオレンス）、セクハラ、 ストーカーなど一人で悩まず相談し
てください。
⦿女性のための悩みごと電話相談
　電話：0120 - 532 - 317（相談日時のみ通話可）
　毎月第２・４水曜日 午後１時～３時（水曜日が祝日の場合は翌日）
　＊女性の悩みまずはという場合のなんでも相談の窓口です。
⦿女性のための相談窓口（予約制）
　電話：048 - 299 - 8162 (川口市　協働推進課)
　火曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）10時～17時
　＊相談の日時を決めてからの相談対応となります。


